
藤枝市福祉教育実践校事業助成金交付の流れ

【助成金交付の流れ】

→

←

【様式関係】

・事業実施前に提出してください。

・やむを得ない事情で事業内容を変更する場合は、

　市社協へご連絡ください。

・変更により差額が生じた場合は、返金してください。
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↓ 返金の必要がある場
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↓ 変更承認通知
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↓ 事業内容変更 実践校

様式第１１号

※提出期日：令和６年３月１５日まで

様式第５号

その他の資料 写真等
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